
住まいの耐震化の当初の費用負担を軽減します
〜 補助⾦の代理受領制度を導⼊しました 〜
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代理受領制度と代理受領制度とはは
住まいの耐震化に関する補助⾦の交付に関して、申請者(施主)が改修工
事費から補助⾦を差し引いた額を用意すればよい制度です。
申請者(施主)が、改修⼯事を実施した⼯務店等に、補助⾦を代理で受け

取る取るここととをを委任す委任するるここととにによよりり、、当初の当初の費用負担を費用負担を軽減す軽減するるここととががででききまますす。。

(例) 耐震改修⼯事費200万円、補助⾦180万円の場合
＜従来の制度＞

申請者 (施主)

①支払
200万円

②補助⾦
180万円

⼯事費全額を一旦支払う
必要あり(補助⾦は⼯事費
支払い後に交付)

＜代理受領制度＞

工務店等 野々市市

＜代理受領制度＞

申請者 (施主)

工事費から補助⾦を
差し引いた額の支払でOK

工務店等 野々市市
②補助⾦

180万円

①支払
2０万円

差し引いた額の支払でOK

※⼯務店等と相談の上、どちらの制度をご利用になるかお選びください。※⼯務店等と相談の上、どちらの制度をご利用になるかお選びください。

（お問い合わせ） 野々市市 建築住宅課 開発住宅係 076-227-6087

▼ホームページはこちら
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